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再
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に
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、
別
紙
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を
送
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す
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衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
外
務
省
に
お
け
る
褒
賞
制
度
の
一
つ
で
あ
る
川
口
賞
に
関
す
る
再
質
問
に
対
す
る
答
弁

書

一
か
ら
三
ま
で
に
つ
い
て

川
口
賞
に
対
す
る
外
務
省
の
認
識
は
、
先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
年
十
一
月
十
一
日
内
閣
衆
質
一
七
〇
第
一
七
七
号
）
の

八
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
平
成
十
六
年
六
月
十
七
日
以
降
、
現
在
に
至
る
ま
で
、
川
口
賞
の
授
与
を

行
っ
て
い
な
い
の
は
、
改
め
て
同
賞
の
授
与
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
は
認
識
し
て
こ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
な
お
、
先
の

答
弁
書
（
平
成
二
十
年
十
一
月
十
一
日
内
閣
衆
質
一
七
〇
第
一
七
七
号
）
の
一
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
、
川
口
賞

の
授
与
を
行
わ
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、
外
務
省
と
し
て
決
定
を
行
っ
た
こ
と
は
な
い
。

四
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
趣
旨
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
川
口
賞
に
対
す
る
外
務
省
の
認
識
は
、
先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
年

十
一
月
十
一
日
内
閣
衆
質
一
七
〇
第
一
七
七
号
）
の
八
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
で
あ
る
。


